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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第69期

第２四半期
連結累計期間

第70期
第２四半期
連結累計期間

第69期

会計期間

自　平成28年
　　４月１日
至　平成28年
　　９月30日

自　平成29年
　　４月１日
至　平成29年
　　９月30日

自　平成28年
　　４月１日
至　平成29年
　　３月31日

売上高 (百万円) 65,416 70,758 132,428

経常利益 (百万円) 11,326 11,801 20,557

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 8,565 8,791 15,914

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 8,481 8,867 16,503

純資産額 (百万円) 131,909 144,148 137,600

総資産額 (百万円) 215,873 345,920 221,538

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 232.33 238.45 431.65

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 232.20 238.30 431.39

自己資本比率 (％) 61.0 41.6 62.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,805 1,174 20,628

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,306 △117,818 △16,206

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,819 109,294 △6,740

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 29,748 22,512 30,771
 

 

回次
第69期

第２四半期
連結会計期間

第70期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自　平成28年
　　７月１日
至　平成28年
　　９月30日

自　平成29年
　　７月１日
至　平成29年
　　９月30日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 114.13 112.14
 

(注)１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及びその子会社（以下、当社グループという）が営む事業の内容に重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（北米）

第１四半期連結会計期間より、新たに設立したSAWAI AMERICA INC.（以下、「SAI」という）を通じてUpsher-

Smith Laboratories, LLC（以下、「USL」という）の全持分を取得したことに伴い、同社を連結の範囲に含めてお

ります。

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　

１．四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日～平成29年９月30日）におけるわが国経済は、世界経済全体の復

調に加え、政府・日銀による各種政策効果もあり、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、米国新政権の政

策変更リスク、地政学的リスクの高まり等により、先行きへの不透明感が高まりました。

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は70,758百万円（前年同期比

8.2％増）、営業利益が11,144百万円（前年同期比1.9％減）、経常利益が11,801百万円（前年同期比4.2％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益が8,791百万円（前年同期比2.6％増）となりました。

また、第１四半期連結会計期間より、「第４ 経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント

情報等）」に記載のとおり、報告セグメントの区分を変更しております。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　

① 日本

ジェネリック医薬品業界におきましては、平成27年６月末に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方

針2015（骨太の方針2015）」において、ジェネリック医薬品の数量シェア目標として、「平成29年央に70％以

上とするとともに平成30年度から32年度末までの間のなるべく早い時期に80％以上とする。2017 年央におい

て、その時点の進捗評価を踏まえて、80％以上の目標の達成時期を具体的に決定する」ことが掲げられまし

た。これを受けた平成28年４月実施のジェネリック使用促進策により、平成28年度の上半期においては、薬局

市場のみならず、病院市場や診療所市場においてもジェネリック医薬品の需要は順調に伸長しました。

しかしながら、平成28年度の下半期以降、ジェネリック使用促進策の効果が一段落するとともに、医療現場

での重複投薬や多剤投与の適正化の影響もあり、ジェネリック医薬品の需要の伸びには鈍化が見られました。

さらに、これらに加え、既存大型品目での他社との競争激化、大型品目を中心とした相次ぐＡＧ（オーソライ

ズドジェネリック）の登場、競争環境の激化等が相まって、当期の収益環境は一段と厳しいものとなりまし

た。

なお、政府推計では平成29年６月のジェネリック医薬品の数量シェアは65.1%となっており、政府目標（70％

以上）の未達が見込まれたことも踏まえ、平成29年６月の「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投

資を通じた生産性向上～」（骨太方針）が閣議決定され、80％の目標の達成時期を平成32年９月までにするこ

ととなりました。

このような環境におきましても、当社グループは、「なによりも患者さんのために」の企業理念のもと、平

成28年８月に修正・発表しました中期経営計画「Ｍ１ ＴＲＵＳＴ ２０１８（以下、中計）」に掲げた各施策

の実現に取り組んでまいりました。

生産・供給体制面においては、全国７つの工場それぞれの特徴を活かした生産効率のアップと生産能力の拡

大が可能となり、安定供給体制を一層強化しております。

製品開発・販売面においては、６月に、『テルミサルタン錠・OD錠』を含む10成分27品目の新製品を発売

し、また、８月には『メサラジン腸溶錠』の「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したこと

により、先発品との適応不一致が解消されました。

この結果、売上高は66,555百万円、セグメント利益は11,596百万円となりました。

　

② 北米
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北米事業においては、米国市場向け製品の研究開発に注力しており、米国市場向け３品目目となる多発性硬

化症治療剤フマル酸ジメチルカプセルを米国食品医薬品局（FDA）に申請し、６月に受理されました。さらに、

当社自身による米国市場の開拓に加え、米国事業の成長戦略を加速するため、４月には米国でジェネリック事

業を営むUpsher-Smith Laboratories, Inc.の買収契約に合意し、５月末に買収手続きを完了、同社をUpsher-

Smith Laboratories, LLCとして子会社化しました。USLは約100年の歴史をもち、米国のジェネリック市場で確

固たるポジションを保持しており、研究開発から、生産、マーケティング、本社管理体制まで安定した経営基

盤を備えております。当社にとってはUSLが保有する人財、工場、ノウハウを活用することでシナジー効果が期

待できることから、当社グループの一員として迎え入れました。当四半期は、できるだけ早期にシナジー効果

を創出するため、両社の各部門が緊密に協議しながら、具体的な成長戦略の立案に取り組みました。USLの子会

社化によって、当社グループは日本のみならず、米国の患者さんにも高品質・高付加価値なジェネリック医薬

品を提供し、将来的には日米事業を両輪とするビジネスをさらに大きなスケールで展開し、世界に認知される

ジェネリック医薬品企業への成長を目指してまいります。

この結果、売上高は4,203百万円、セグメント損失は452百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

資産につきましては、当第２四半期連結会計期間末における流動資産は154,035百万円となり、前連結会計年度

末に比べ16,688百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が14,637百万円、たな卸資産が5,401

百万円増加したことと、現金及び預金が8,258百万円減少したことによるものであります。固定資産は191,885百万

円となり、前連結会計年度末に比べ107,692百万円増加いたしました。これは主に、のれんが96,725百万円増加し

たことによるものであります。

この結果、総資産は345,920百万円となり、前連結会計年度末に比べ124,381百万円増加いたしました。

　

負債につきましては、当第２四半期連結会計期間末における流動負債は173,398百万円となり、前連結会計年度

末に比べ118,522百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が112,921百万円増加したことによるものであ

ります。固定負債は28,373百万円となり、前連結会計年度末に比べ689百万円減少いたしました。これは主に、800

百万円の長期借入金の流動負債への振替によるものであります。

この結果、負債合計は、201,771百万円となり、前連結会計年度末に比べ117,832百万円増加いたしました。

　

純資産につきましては、当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は144,148百万円となり、前連結会計

年度末に比べ6,548百万円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上8,791百万

円、剰余金の配当2,396百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は41.6％（前連結会計年度末は62.0％）となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は22,512百万円となり、前連結会計年度末に比べて

8,258百万円減少いたしました。　

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11,737百万円、減価償却費4,800百万円、

売上債権の増加2,939百万円、仕入債務の減少5,534百万円、未払金の増加2,048百万円、その他の流動資産の増

加4,085百万円、その他の流動負債の減少3,924百万円、法人税等の支払額1,099百万円を主因として1,174百万円

の収入（前年同期比9,631百万円の収入減）となりました。　

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6,267百万円及び連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の取得による支出111,359百万円を主因として117,818百万円の支出（前年同期比105,511百万円

の支出増）となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増112,633百万円、配当金の支払額2,396百万円を主因

として、109,294百万円の収入（前年同期は1,819百万円の支出）となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は下

記のとおりとなっております。

　

① 基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価

値ひいては株主共同の利益を継続的に確保、向上していくことを可能とするものである必要があると考えてい

ます。

当社は、昭和23年の設立以来、「なによりも患者さんのために」という企業理念に基づく医薬品事業を推進

し、健康生活を願う国民の皆様の期待に応えるため、経済性に優れた高品質の医薬品の製造販売を続けること

により、ジェネリック医薬品メーカーとしての社会的責任を果たしてまいりました。

当社の企業価値の源泉は、ジェネリック医薬品メーカーにとって最も重要とされる３つの要素「品質」、

「安定供給」、「情報提供」において、他の追随を許さないレベルを維持する経営ノウハウであると考えてお

り、医療機関・流通各社からも最高レベルの定評をいただき、毎年多品目の新製品を上市し販売しておりま

す。

当社は、当社株式の大規模買付等であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、こ

れを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、

最終的には株主全体の意思に基づき行なわれるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が

株式の大規模買付等の行為について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間

や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交

渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資するものとは認められないものも少なくあ

りません。当社株式の買付を行う者が上記の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させ

られるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

当社としては、当社株式の大規模買付等を行おうとする者が現れた場合には、当該大規模買付者に対して積

極的に情報提供を求め、当社取締役会の意見及び理由をすみやかに開示し、株主の皆様が適切に判断できるよ

う努めるとともに、必要に応じて会社法その他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいり

ます。

　

② 基本方針実現のための取組み

当社は、上記の基本方針実現のために、次の３点に取り組んでまいります。

a.中期経営計画並びに中長期ビジョンの達成

平成27年度から始まる３年間の中期経営計画として策定し、平成28年度に修正した中期経営計画（修正

版）「Ｍ１　ＴＲＵＳＴ　２０１８」に掲げた諸施策を確実に実施することで企業価値の向上を図ります。

中期経営計画（修正版）「Ｍ１　ＴＲＵＳＴ　２０１８」では以下の３つを基本方針としております。

Ａ. ジェネリック市場におけるNo.1シェアの堅持

Ｂ. ジェネリックシェア80％時代に対応した安定供給能力とコスト管理能力の強化

Ｃ. 更なる成長に向けた新規領域の事業基盤の構築

b.コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化

経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導

入しております。更なる内部統制の整備強化を進め、企業価値の着実な向上に努めます。

c.株主還元

将来の企業価値向上に資する研究開発や設備投資など新たな成長につながる投資と株主還元のバランスに

配慮するとともに、毎期の連結業績、配当性向、その他の株主還元策等を総合的に勘案しながら、配当性向

30％を目処に、安定的かつ継続的な配当を行うことを株主還元の基本とし、株主共同の利益の継続的確保・

向上を図ります。

 
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の当社グループにおける研究開発費の総額は5,428百万円であります。
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(6) 従業員数　

（連結会社の状況）

当社グループは、第１四半期連結会計期間より、新たに設立したSAIを通じてUSLの全持分を取得したことに伴

い、同社を連結の範囲に含めております。これに伴い、当第2四半期連結累計期間において従業員数が736名増加

（前連結会計年度末比29.4％増）し、3,238名となっております。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,600,000

計 77,600,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 38,170,588 38,170,588
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は、
100株であります。

計 38,170,588 38,170,588 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 
① 平成29年７月12日発行　新株予約権

決議年月日 平成29年６月27日

新株予約権の数(個) 33（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 6,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与
株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年７月13日～平成59年７月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

              発行価格    4,479.0(注)２      

              資本組入額  2,239.5 

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
 

（注） １．新株予約権の目的である株式の数

新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は200株とする。ただし、新株予約権

を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式

無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付

与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少

して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ

る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。　

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を

必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。　

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告す

る。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知

又は公告する。　

２．「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」の発行価格は、割当

日における新株予約権の公正価額 （１株当たり4,478円）と新株予約権の行使時の払込額（１株当たり１

円）を合算しております。

３．新株予約権の行使の条件 

（1） 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪

失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権

を行使することができる。

（2） 上記（1）にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、

定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

新株予約権者が平成58年７月12日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

平成58年７月13日から平成59年７月12日

（3） 上記（1）及び（2）は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（4） 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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４．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸

収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。

以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿っ

て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

（1） 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2） 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3） 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１.に準じて決定する。

（4） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額

に上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

（5） 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権

の行使期間の満了日までとする。

（6） 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7） 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8） 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合（株主総会決議

が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合）は、再編対象会社の取締役会が別途

定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社

の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対

象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によっ

てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（9） その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）３．に準じて決定する。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年７月１日～
平成29年９月30日

2 38,170 6 27,177 6 27,501
 

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,377 6.23

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,742 4.56

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LUXEMBOURG/ JASDEC SECURITIES/ 
UCITS ASSETS
（常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部）

LU 60, AVENUE J.F. KENNEDY L-1855
LUXEMBOURG
 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

1,127 2.95

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー
（常任代理人　香港上海銀行東京支
店　カストディ業務部）

USMA ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA
02111
 
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

1,126 2.95

サワケン株式会社 大阪府吹田市青山台４丁目21番７号 994 2.60

澤井 光郎 大阪府吹田市 948 2.48

澤井 健造 大阪府吹田市 854 2.24

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口５）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 671 1.76

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 650 1.70

澤井光郎株式会社 大阪府吹田市垂水町１丁目25番１号 645 1.69

計 ― 11,135 29.17
 

（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                  2,377千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                      1,742千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）　　　　　　　　  671千株

 

２．平成29年４月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、損保ジャパン日本興亜アセッ

トマネジメント株式会社が、平成29年３月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの

の、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので上記大株主

の状況に含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有
割合(％)

損保ジャパン日本興亜ア
セットマネジメント株式
会社

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 1,939 5.08

 

 
３．上記のほか当社保有の当社株式1,299千株(3.40％)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式(自己保有)

― ─
1,299,500

完全議決権株式(その他)
普通株式

368,581 ─
36,858,100

単元未満株式
普通株式

―
一単元（100株）

未満の株式12,988

発行済株式総数 38,170,588 ― ―

総株主の議決権 ― 368,581 ―
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が72株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原
五丁目２番30号

1,299,500 ─ 1,299,500 3.40

計 ― 1,299,500 ─ 1,299,500 3.40
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 30,771 22,512

  受取手形及び売掛金 36,806 51,443

  電子記録債権 4,540 4,781

  商品及び製品 31,940 37,576

  仕掛品 14,260 12,604

  原材料及び貯蔵品 15,576 16,997

  繰延税金資産 3,049 3,433

  その他 417 4,715

  貸倒引当金 △16 △29

  流動資産合計 137,346 154,035

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 32,396 36,773

   機械装置及び運搬具（純額） 27,567 28,347

   土地 9,255 10,769

   リース資産（純額） 1,271 1,216

   建設仮勘定 2,989 3,982

   その他（純額） 3,605 4,141

   有形固定資産合計 77,084 85,230

  無形固定資産   

   のれん － 96,725

   その他 1,444 3,033

   無形固定資産合計 1,444 99,758

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,070 5,675

   長期前払費用 260 610

   その他 353 611

   貸倒引当金 △21 －

   投資その他の資産合計 5,662 6,896

  固定資産合計 84,192 191,885

 資産合計 221,538 345,920
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 17,290 14,964

  電子記録債務 5,191 3,622

  短期借入金 1,600 114,521

  リース債務 277 291

  未払金 17,069 23,206

  未払法人税等 1,560 3,716

  賞与引当金 2,033 2,484

  役員賞与引当金 36 75

  返品調整引当金 48 1,495

  売上割戻引当金 2,220 4,927

  その他 7,546 4,092

  流動負債合計 54,875 173,398

 固定負債   

  社債 20,000 20,000

  長期借入金 5,263 4,463

  リース債務 807 672

  繰延税金負債 327 484

  退職給付に係る負債 30 32

  長期預り金 2,177 2,229

  その他 455 490

  固定負債合計 29,063 28,373

 負債合計 83,938 201,771

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 27,170 27,177

  資本剰余金 27,803 27,810

  利益剰余金 87,094 93,490

  自己株式 △6,006 △6,006

  株主資本合計 136,062 142,471

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,194 1,615

  為替換算調整勘定 － △344

  その他の包括利益累計額合計 1,194 1,270

 新株予約権 342 406

 純資産合計 137,600 144,148

負債純資産合計 221,538 345,920
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 65,416 70,758

売上原価 38,794 41,578

売上総利益 26,622 29,179

販売費及び一般管理費 ※  15,261 ※  18,035

営業利益 11,360 11,144

営業外収益   

 受取配当金 54 54

 為替差益 － 1,034

 受取補償金 121 53

 その他 31 63

 営業外収益合計 207 1,205

営業外費用   

 支払利息 121 441

 売上債権売却損 26 29

 減価償却費 48 46

 その他 45 29

 営業外費用合計 241 548

経常利益 11,326 11,801

特別損失   

 固定資産除却損 82 64

 特別損失合計 82 64

税金等調整前四半期純利益 11,244 11,737

法人税、住民税及び事業税 2,720 3,357

法人税等調整額 △40 △411

法人税等合計 2,679 2,945

四半期純利益 8,565 8,791

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,565 8,791
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 8,565 8,791

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △84 420

 為替換算調整勘定 － △344

 その他の包括利益合計 △84 75

四半期包括利益 8,481 8,867

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 8,481 8,867
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 11,244 11,737

 減価償却費 4,030 4,800

 のれん償却額 － 535

 売上債権の増減額（△は増加） △5,078 △2,939

 たな卸資産の増減額（△は増加） △3,290 △575

 仕入債務の増減額（△は減少） △342 △5,534

 未払金の増減額（△は減少） 1,737 2,048

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △626 △4,085

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,201 △3,924

 その他 582 595

 小計 14,457 2,657

 利息及び配当金の受取額 54 55

 利息の支払額 △119 △438

 法人税等の支払額 △3,587 △1,099

 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,805 1,174

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △11,875 △6,267

 無形固定資産の取得による支出 △425 △160

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △111,359

 その他 △5 △31

 投資活動によるキャッシュ・フロー △12,306 △117,818

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,600 112,633

 長期借入金の返済による支出 △865 △800

 配当金の支払額 △2,396 △2,396

 その他 △158 △141

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,819 109,294

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,347 △8,258

現金及び現金同等物の期首残高 33,096 30,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  29,748 ※  22,512
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【注記事項】

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

第１四半期連結会計期間より、新たに設立したSAIを通じてUSLの全持分を取得したことに伴い、同社を連結の範

囲に含めております。

なお、当連結の範囲の変更については、当第２四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表におい

て、重要な影響を与えております。当該影響の概要は、連結貸借対照表の総資産及び総負債の増加、連結損益計算

書の売上高等の増加であります。

また、当該連結子会社の四半期会計期間の末日と四半期連結決算日との差異は３ヶ月を超えないため、当該子会

社の平成29年６月30日時点の四半期財務諸表を使用し、四半期連結決算日までの期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

給料及び手当 2,266百万円 2,759百万円

研究開発費 4,815 5,428 

賞与引当金繰入額 919 914 

のれん償却額 － 535 
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 29,748百万円 22,512百万円

預入期間が３か月超の定期預金 － －

現金及び現金同等物 29,748 22,512
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月24日
定時株主総会

普通株式 2,396 65 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年11月10日
取締役会

普通株式 2,396 65 平成28年９月30日 平成28年12月７日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月27日
定時株主総会

普通株式 2,396 65 平成29年３月31日 平成29年６月28日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月13日
取締役会

普通株式 2,396 65 平成29年９月30日 平成29年12月７日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
 (単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額
 

四半期連結
損益計算書
計上額

 
日本 北米 合計

売上高      

  外部顧客への売上高 66,555 4,203 70,758 ― 70,758

 セグメント間の
 内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 66,555 4,203 70,758 ― 70,758

セグメント利益又は損失(△) 11,596 △452 11,144 ― 11,144
 

 
 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、新たに設立したSAIを通じてUSLの全持分を取得したことに伴い、事業セグメ

ントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の単一セグメントから、「日本」、「北米」の二つの報告セ

グメントに変更しております。

 
３．報告セグメントごとの資産に関する情報

第１四半期連結会計期間より、「北米」セグメントにおいて、USLを連結の範囲に加えております。これに

より、前連結会計年度の末日に比べ、当第２四半期連結会計期間末の「北米」のセグメント資産が129,297百

万円増加しております。

 
４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

第１四半期連結会計期間より、「北米」セグメントにおいて、USLを連結の範囲に加えております。これに

伴うのれんの増加額は、当第２四半期連結会計期間において96,725百万円であります。

なお、のれんの金額は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 232円33銭  238円45銭

（算定上の基礎）   

　親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） 8,565 8,791

　普通株主に帰属しない金額（百万円）   

　普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金
　額（百万円）

8,565 8,791

　普通株式の期中平均株式数（千株） 36,867 36,869

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 232円20銭 238円30銭

（算定上の基礎）   

　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円） － －

　普通株式増加数(千株) 20 23

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －
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(重要な後発事象)

子会社持分の一部譲渡

当社は、平成29年11月13日開催の取締役会において、連結子会社であるSAIの一部持分をSumitomo Corporation

of Americas（以下、「米州住友商事」という）に譲渡することを決議し、同日付で米州住友商事と持分譲渡契約

を締結いたしました。

 
１．持分の譲渡の理由

当社は、日本政府主導によるジェネリック医薬品数量シェア80％時代に対応すべく、安定供給能力とコスト管

理能力の強化を進め、生産設備投資計画を前倒しで対応するなど、国内における持続的成長の基盤を強化してま

いりました。一方、更なる成長の実現のため中期経営計画の柱の１つとして掲げた海外事業の基盤構築において

は、2017年５月にUSLを子会社化し、世界最大のジェネリック医薬品市場である米国市場への本格的な進出を果

たしております。

今回の米州住友商事への持分一部譲渡とこれによる住友商事グループによるUSLへの経営参画により、住友商

事グループの強みであるグローバル市場における事業オペレーションの経験・ノウハウと原薬調達や製品導入等

に係る幅広いネットワークを活用することが可能となります。今後は、沢井製薬、USLに住友商事グループを加

えた３社の強み、特徴を活かすことで、米国事業を中心とするグローバル展開を強化し、「世界から認知される

ジェネリック医薬品企業」への成長を加速してまいります。

 
２．譲渡する相手先の名称

Sumitomo Corporation of Americas

 
３．譲渡する時期

平成30年３月末までに譲渡完了（予定）

※ 持分譲渡実行日については、SAIのLimited Liability Company（以下、「LLC」という）への改組等のク

ロージング条件に係る手続き状況等を勘案して最終的に決定される見込みですが、現時点において具体的

な日程は確定しておりません。

 
４．当該子会社の名称及び事業内容

(1) 名称

SAWAI AMERICA INC.

※ 本件クロージングまでに、SAIはLLCの形態に移行した上で社名がSAWAI AMERICA, LLCに変更される予定

です。

(2) 事業内容

子会社持分の保有を通じた子会社の管理業務

 
５．譲渡する持分割合、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分割合

(1) 譲渡する持分割合

20％

(2) 譲渡価額

211百万USドル（232億円）

※ 当該金額をベースに、当社によるUSL取得時からの本件クロージングまでのUSLの期間利益を反映した価

格調整が行われる予定です。

(3) 譲渡損益

持分の一部譲渡後も当社による支配関係が継続するため、譲渡持分と譲渡価額との間に生じた差額は資本剰

余金として処理する予定であります。

(4) 譲渡後の持分割合

80％
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２ 【その他】

第70期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当については、平成29年11月13日開催の取締役会に

おいて、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。

① 配当金の総額  2,396百万円

② １株当たりの金額 65円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年11月13日

沢井製薬株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   梅 田 佳　成       印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   松 本     学       印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている沢井製薬株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、沢井製薬株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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